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平成29年２月10日 
 

株 主 各 位 
兵庫県明石市二見町南二見１番地 

神戸発動機株式会社 
代表取締役社長 清 水 道 生 

 

臨時株主総会招集ご通知 
 

 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申し上げます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、

お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対

する賛否をご表示いただき、平成29年２月24日（金曜日)午後５時30分までに到着するよ

うご返送いただきたくお願い申し上げます。 敬 具 
 
記 
 

１. 日 時 平成29年２月27日(月曜日） 午前10時 

２. 場 所 兵庫県明石市松の内２丁目２番地 

       ホテル キャッスルプラザ 

３. 目的事項 

 決 議 事 項  

 第１号議案 吸収分割契約承認の件 

 第２号議案 定款一部変更の件 

以 上 
 

 
１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださ

いますようお願い申し上げます。 
２．株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブ

サイト（http://www.kobe-diesel.co.jp/）に掲載させていただきます。 
 

証券コード 6016
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株主総会参考書類 
 

議案および参考事項 

第１号議案 吸収分割契約承認の件 

 (1) 吸収分割を行う理由 

三菱重工業株式会社（以下、｢三菱重工」といいます｡)、三菱重工の

完全子会社である三菱重工舶用機械エンジン株式会社（以下、｢MHI-

MME｣ といいます｡）及び当社の３社は、三菱重工が独自技術により開発

した船舶ディーゼルエンジン（以下、｢ＵＥエンジン｣ といいます｡）に

ついて、従来からのライセンサー（三菱重工・MHI-MME）/ライセンシー 

(当社）の関係により、事業面で相互補完を行いつつ、各々が事業の発

展に努めてまいりましたが、かかる協業関係を更に深化・発展させるこ

とを目的として、具体的にはライセンサー事業（開発・設計・サービ

ス) とライセンシー事業（製造・販売・サービス）を垂直統合すること

により、バリューチェーンの上流から下流まで一気通貫の業務プロセス

を有する舶用ディーゼルエンジン専業メーカーとして、機動的かつ柔軟

な事業運営体制を確立させることが、ＵＥエンジン事業の持続的成長発

展に不可欠であるとの共通認識のもと、本事業統合に向けた具体的検討

を進めてまいりました。 

かかる具体的検討において、３社は、ＵＥエンジンの新機種・新技術

の開発の維持及びMHI-MMEのライセンスビジネスの今後の更なる伸長を

目的とした三菱重工からの技術支援やMHI-MMEの舶用ディーゼルエンジ

ン事業（以下、｢対象事業」といいます｡）に関する特許権の取扱いにつ

いても協議してまいりました。 

その結果、当社は、本事業統合の方法として平成29年４月１日（予

定) を効力発生日として、対象事業を承継する吸収分割（以下「本吸収

分割｣ といいます｡）を実行することで、対象事業と当社が有する低コ

ストものづくりビジネスモデルとの融合が、当社の収益力と機動力を高

めることに繋がり、当社の企業価値の向上に資するものとの判断に至り

ましたことから、平成29年２月１日に、本吸収分割に係る吸収分割契約 

(以下､「本分割契約」といいます｡）を締結いたしました。 
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今後は、開発・設計者についても現状と変わらぬ規模が見込め、ライ

センサーとしての機能を保持することができ、開発から設計・製造・販

売・サービスまで一貫した体制が整うことになります。お客様に対して

よりよい製品を提供するとともにＵＥライセンシー各社との更なる強固

な関係を築きつつ、｢日の丸舶用ディーゼルエンジン」が世界に伍して

いけるものと考えております。 

本議案は、以上の理由・目的により、本分割契約につき、ご承認をお

願いするものであります。 

 

 (2) 吸収分割契約の内容の概要 

本分割契約の内容は、次のとおりであります。 

 

吸収分割契約書（写) 

 

三菱重工舶用機械エンジン株式会社（以下「甲」という｡）及び神戸

発動機株式会社（以下「乙」という｡）は、甲が舶用ディーゼルエンジ

ン事業（以下「本件事業」という｡）に関して有する権利義務を、乙に

承継させる吸収分割に関し、次のとおり吸収分割契約（以下「本契約｣ 

という｡）を締結する。 

 

  第１条（本吸収分割の当事者） 

1. 甲は、本契約の定めに従い、吸収分割の方法により、効力発生日 

(第４条第１項に定義する｡）をもって甲が本件事業に関して有す

る本承継対象権利義務（第２条第１項に定義する｡）を乙に承継

させ、乙は、これを甲から承継する（以下「本吸収分割」とい

う｡)。 

2. 甲（吸収分割会社）及び乙（吸収分割承継会社）の商号及び住所

は、次のとおりである。 

     (1) 吸収分割会社 

       (商号) 三菱重工舶用機械エンジン株式会社 

       (住所) 長崎県長崎市飽の浦町一番一号 

     (2) 吸収分割承継会社 

(商号) 神戸発動機株式会社（但し、効力発生日付で「株式

会社ジャパンエンジンコーポレーション｣ に商号変

更予定） 

       (住所) 兵庫県明石市二見町南二見一番地 
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  第２条（乙が承継する資産、債務、契約その他の権利義務） 

1. 乙が本吸収分割により甲から承継する資産、負債、契約その他の

権利義務（以下「本承継対象権利義務」という｡）は、別紙記載

のとおりとする。 

2. 前項及び別紙の記載にも関わらず、効力発生日前に支払期日の到

来する債務（従業員に対する未払債務を含む｡）は、本承継対象

権利義務から除外するものとする。ただし、本件事業に関し、甲

において未発保証無償工事費として計上されている債務及びこれ

と同種の債務は、(疑義を避けるため、当該未発保証無償工事費

の額に関わりなく）承継対象とする｡ 

3. 乙が甲から承継する債務については、免責的債務引き受けの方法

によるものとする。 

 

  第３条（本吸収分割に際して交付する金銭等） 

1. 乙は、本吸収分割に際して本承継対象権利義務の対価として、金

14億円を甲に交付する。 

2. 乙は、本吸収分割の効力発生を条件として、平成29年４月３日に、

前項の金額を甲に対して支払う。 

 

  第４条（効力発生日） 

1. 本吸収分割がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という｡) 

は、平成29年４月１日とする。ただし、本吸収分割の手続進行上

の必要性その他の事由により必要があるときは、甲乙協議の上、

これを変更することができる。 

2. 前項ただし書の場合、甲は平成29年４月１日（変更後の効力発生

日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更

後の効力発生日｡）の前日までに、変更後の効力発生日を公告し

なければならない。 
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  第５条（株主総会） 

甲及び乙は、本吸収分割の効力発生日の前日までにそれぞれ

株主総会を開催し、本契約の承認及び本吸収分割に必要なその他

の事項に関する決議を求める。なお、甲は、会社法第319条第１

項の規定により、全株主に本契約の承認及び本吸収分割に必要な

その他の事項に関する提案を行い、株主総会の決議に代わる株主

全員からの書面又は電磁的記録による同意の意思表示を取得する

こともできる。 

 

  第６条（移転手続） 

1. 乙が承継する財産の権利移転に関して、その移転又は対抗要件具

備のために、登記、登録、通知等の手続が必要となるものについ

ては、甲乙協力してその手続を行う。 

2. 前項の手続に要する一切の費用は、乙の負担とする。 

 

  第７条（会社財産の善管注意義務） 

甲及び乙は、本契約締結後効力発生日に至るまで、善良なる

管理者としての注意をもってそれぞれの業務の執行及び財産の管

理、運営を行い、その財産又は権利義務に重大な影響を及ぼす行

為については、あらかじめ甲乙協議の上、これを行う。 

 

  第８条（競業避止義務） 

甲は、効力発生日から５年が経過するまでの間、書面による

乙の事前の同意を得た場合を除き、直接又は間接を問わず、本件

事業と同一又は類似する一切の事業（ただし、舶用４サイクルデ

ィーゼルエンジン事業を除く）を行わないものとする。 
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  第９条（本吸収分割の条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結日から本吸収分割の効力発生日に至るまでの間に

おいて、天災地変その他の事由により、甲又は乙の資産あるいは

経営状態に重大な変更が生じた場合、若しくはその他本契約の目

的の達成が困難となった場合には、甲及び乙は協議のうえ、本吸

収分割の条件を変更し若しくは本吸収分割を中止し、又は本契約

を解除することができる。 

 

  第10条（本契約の効力） 

本契約は、甲乙それぞれにおいて必要とされる各機関（甲及

び乙の各株主総会を含む｡）による承認又は法令に定める関係諸

官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

  第11条（本契約に定めのない事項） 

本契約に定める事項のほか、本吸収分割に関し必要な事項は、

本契約の趣旨に従って、甲及び乙は協議の上、これを決定する。 

 

(以下、余白) 

 

 

 

 

本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１

通を保有する。 

 

  平成29年２月１日 

 

                  長崎県長崎市飽の浦町一番一号 

               (甲) 三菱重工舶用機械エンジン株式会社 

                  取締役社長 相馬 和夫    ㊞ 

 

                  兵庫県明石市二見町南二見一番地 

               (乙) 神戸発動機株式会社 

                  代表取締役社長 清水 道生  ㊞ 
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別紙 
承継対象権利義務明細表 

 

  1. 承継する資産 

   (1) 流動資産 

効力発生日時点において、本件事業に関して甲が有する売上債権、

商品・製品、仕掛品、原材料・貯蔵品、立替金、未収入金、仮払

金、及びその他の流動資産。ただし、現預金及び繰延税金資産 

(短期）は除く。 

 

   (2) 固定資産 

効力発生日時点において、本件事業に関して甲が有する機械装

置・運搬具、工具・器具・備品、ソフトウェア、長期前払費用、

電話加入権、及びその他の固定資産。ただし、建物及び構築物、

試験測定設備一式、甲が保有する乙の株式、及び繰延税金資産 

(長期）は除く。 

 

  2. 承継する債務 

   (1) 流動負債 

効力発生日時点において、本件事業に関して甲が負担する買掛金、

未払費用、前受金、預り金、及びその他の流動負債。ただし、借

入金、未払消費税及び未払法人税等は除く。 

 

   (2) 固定負債 

効力発生日時点において、本件事業に関して甲が負担する固定負

債。ただし、借入金、役員退職慰労引当金、繰延税金負債（長

期) 及び退職給付引当金は除く。 
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  3. 承継するその他の権利義務等 

   (1) 知的財産権 

効力発生日時点において、本件事業に関して甲が保有する商標、

設計図面その他の知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商

標権、著作権、営業秘密、ノウハウ及びその他の知的財産権（出

願中のもの、未登録のもの、及び、外国の法令等に基づく権利で

あって、これらに相当するものを含む｡）を総称していう。本契

約において同じ｡） 

 

   (2) システム 

効力発生日時点において、本件事業に関して甲が保有するシステ

ム 

 

   (3) 契約 

効力発生日時点において、本件事業のみに関して甲が締結した売

買契約、取引基本契約、業務委託契約、請負契約、賃貸借契約、

リース契約、ライセンス契約その他本件事業のみに関する一切の

契約（従業員との間の契約、その他の労働契約を除く｡）上の地

位及びこれらの契約に基づき発生した一切の権利義務。ただし、

次の各号に掲げるもの、契約上移転できないもの（譲渡制限があ

るものを含む)、許認可等の再取得が必要なもののうち本吸収分

割の効力発生日までに必要な対応が完了できなかったものを除く。 

① 甲が三菱重工業株式会社及び三菱重工グループ各社と締結す

る一切の契約 

② 甲と乙の間の一切の契約 

 

   (4) 許認可等 

効力発生日時点において、甲が取得している本件事業に関する許

可、認可、承認、登録及び届出等（本別紙において「許認可等｣ 

という｡）のうち、法令上承継可能なもの。ただし、甲が本件事

業のために保有する試験測定設備の使用のためのみに必要となる

許認可等を除く。 

 

以 上 
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 (3) 会社法施行規則第192条各号（第２号、第７号及び第８号を除く｡）に

掲げる事項の内容の概要 

① 会社法第758条第４号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項 

当社は、第三者算定機関による算定結果を参考に、デュー・ディ

リジェンスの結果等を踏まえ、対象事業の状況並びに対象事業の将来

の見通し等を総合的に勘案し、慎重に協議を重ねた結果、 終的に本

吸収分割の対価として、金14億円をMHI-MMEに交付することといたし

ました。従いまして、上記の対価は、相当であると判断しております。 

 

② 吸収分割会社の 終事業年度に係る計算書類等の内容 

吸収分割会社の 終事業年度に係る計算書類等の内容は、別紙 

｢吸収分割会社の 終事業年度（2015年４月１日から2016年３月31日

まで）に係る計算書類等の内容」に記載のとおりであります。 

 

③ 吸収分割会社において 終事業年度の末日後に生じた重要な財産の

処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与

える事象 

該当事項はありません。 

 

④ 吸収分割承継会社において 終事業年度の末日後に生じた重要な財

産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響

を与える事象 

該当事項はありません。 



別紙「吸収分割会社の最終事業年度（2015年４月１日から2016年３月31日まで）
に係る計算書類等の内容」 

― 10 ―
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― 22 ―
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― 24 ―



― 25 ―



― 26 ―



― 27 ―



〆≠●0 
03_0194801112902.docx 
神戸発動機㈱様 臨時招集 2017/01/31 17:09:00印刷 1/4 

― 28 ― 

第２号議案 定款一部変更の件 

 (1) 変更の理由 

当社は、第１号議案「吸収分割契約承認の件」に記載のとおり、平成

29年４月１日（予定）を効力発生日として、対象事業を承継する本吸収

分割を実行する予定であります。これに伴い、商号及び事業目的の変更

に係る定款の一部変更を行うものであります。なお、本議案の決議によ

る定款変更の効力は、第１号議案に係る本吸収分割の効力が発生するこ

とを条件として、本吸収分割の効力発生日（平成29年４月１日（予定)) 

に生じる予定です。 

 

 (2) 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

(下線部分は変更箇所を示しております｡) 

現 行 定 款 変  更  案 

第１章  総  則 第１章  総  則 

  

（商号） （商号） 

第１条 当会社は、神戸発動機株式会

社と称し、英文では、Kobe 

Diesel Co.,Ltd.と表示する｡ 

第１条 当会社は、株式会社ジャパン

エンジンコーポレーションと

称 し 、 英 文 で は 、 Japan 

Engine Corporationと表示す

る。 

（目的） （目的） 

第２条 当会社は、次の事業を営むこ

とを目的とする。 

第２条 当会社は、次の事業を営むこ

とを目的とする。 

1. 各種原動機並びにその関連附

属装置の設計、製造、修理、

販売 

1. 各種原動機並びにその関連附

属装置の開発、設計、製造、

修理、販売およびライセンス

業務 

  2.～7. (条文省略)   2.～7. (現行どおり) 

 

以 上 
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株主総会会場ご案内図 
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